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1. 施 設 の概 要  

 

 １）名  称  

    河 内 長 野 市 男 女 共 同 参 画 センター 

 

 ２）設 置 目 的  

全 ての人 が性 別 にかかわらずそれぞれの個 性 や能 力 を発 揮 し、いきいきと  

自 分 らしく生 活 できるように学 び、気 づき、選 択 肢 を知 るなど自 らの力 を高  

める場 とする。男 女 共 同 参 画 推 進 の施 策 を実 施 し、男 女 共 同 参 画 社 会 の  

実 現 へ向 けた取 り組 みを支 援 する拠 点 とする。  

 

 ３）所 在 地  

    河 内 長 野 市 昭 栄 町 ７番 １号 （河 内 長 野 市 立 市 民 交 流 センター内 ） 

 

 ４）設 置 年 月 日  

  平 成 １４年  ７月  ９日  

 

 ５）開 館 時 間     

午 前 ９時 ～午 後 １０時  

 

 ６）休 館 日     

毎 週 月 曜 日 ／１２月 ２９日 ～翌 年 １月 ３日 まで 
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２．男女共同参画啓発事業 

 

（１）情報提供事業 

 

①男女共同参画センターにおける男女共同参画関連図書コーナーの開設 

 

②市広報への記事掲載 

     内   容    男女共同参画週間における啓発記事 

     掲 載 月    ６月 

     内   容    女性に対する暴力をなくす運動における啓発記事 

掲 載 月    １１月 

     発行部数    ４９，０００部 

 

③内閣府や大阪府男女参画・府民協働課、ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青

少年センター）等の男女共同参画に関する事業やイベント等の情報収集、ポスター・チ

ラシ・パンフレットなどの提供 

 

④「あごらＮｅｗｓ」の配架・配布 

    内   容    ｔｅａｍあごらへの委託事業「男女共同参画推進事業」のお知らせ及び報告 

    発行部数    No.４５・・・２，０００部／No.４６・４７・・・１，０００部 

    

⑤男女共同参画に関する図書・啓発冊子の展示（於：図書館） 

       ア．内  容     令和５年６月２３日～２９日の「男女共同参画週間」に合わせ、男女共参画に 
関する図書の展示及び男女共同参画のＰＲを実施 

期  間    令和５年６月２３日（金）～７月２日（日） 
 

イ．内  容    令和５年１１月１２日～２５日の「女性に対する暴力をなくす運動」に合わ

せ、ＤＶや男女共同参画に関する本の展示、男女共同参画のＰＲを

実施 
期  間    令和５年１１月１日（水）～１１月３０日（木） 

 
ウ．内  容    令和６年３月１日～８日の「女性の健康週間」に合わせ、女性の健康関

連図書の展示及び健康に関するＰＲを実施 
        期  間     令和６年２月２０日（火）～３月１０日（日） 
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（２）推進研修・講座事業 

①市民向け講座 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

イ． おんなとおとこのワイワイ文章講座（全２回） 
＜目 的＞  

仕事や地域活動、趣味など様々なシーンで、自分の感性を活かして情報発信できるように、

ちょっとしたことを書くスキルを身につけるとともに、文章を書く際に気をつけたい男女共同参画

の視点を持って、自分の想いを表現する上でのコツや工夫を学び、書くことの楽しさを得る機会

とする。 
 

日 時 令和６年２月２２日（木）・２９日（木） 午前１０時～１２時   
定 員 ２０人 

 
 内  容 講  師 参加者数 

 
2/22 
 

わたしを表現する～想いを伝えるコツを

学ぼう～ NPO 法人あなたらしくをサポ

ート(らしーく)副代表理事 
   波多江 みゆき 

１５人 

2/29 あなたの想いを文章で書いてみよう！ １１人 

                                              

※本講座は team あごらと共催で実施 
 
 

ア． 理工系分野へ広がるわたしの選択 
 

＜目 的＞  
大学（学部）において、理学、工学の進路を選ぶ女性が比較的少ないなか、本市在住・ 

在学の中高生たちが IRIS の経験談を IRIS 本人から聞くことで、自らのロールモデルを見 
いだし、「女性だから／男性だから」という固定概念に捉われずに、本当に自分が興味のあ 
る進路を選択する後押しとなり、また親世代が IRIS と出会うことで、今まで知らなかった 
子どもたちの可能性や選択肢を見いだす機会とする。 
 

日 時  令和５年１０月２９日（日）午後２時～４時 
定 員  中高生３０人 

 
 内  容 講  師 参加者数 

１ 
大阪公立大学理系女子大学院生

チーム IRIS から学ぼう 
 

 
大阪公立大学理系女子大学院

チーム IRIS ３名 
 

１５人 
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②職員研修 

＜目 的＞ 

固定的な性別役割分担意識の解消や、これまでの仕事中心の生き方、長時間労働の見直しなど、

社会全体の意識改革が必要であることを学び、意識の向上、男女共同参画の推進を図るため、動画

配信による男女共同参画推進に係る職員研修を実施した。また、性的マイノリティなど多様な性への

理解を深めるための職員研修を実施した。 
 

ア．日   時   令和５年６月２０日（火）午後３時～午後４時３０分  

内   容    「性的マイノリティと窓口対応等」 

講   師    一般社団法人glitter代表理事 桜井 秀人 

参加人数     ５５人 

 

イ．日   時    対面・・・令和６年２月１日（木） 午後２時３０分～４時（質疑応答含む。） 

                    動画配信・・・令和６年２月２０日（火）～３月２９日（金） 

内   容    「職場における男女共同参画－『男性の育休』から考える－」 
講   師    大阪公立大学研究推進機構ダイバーシティ研究環境研究所 

客員准教授 巽 真理子 

参加人数     対面・・・・７７人 

動画配信・・・５８９人 
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 ３．男女共同参画計画推進事業 

   （１）男女共同参画計画（第４期）の進捗状況 
 

 指   標 
計画策定時 

（H28）数値 

現在値 

(R5) 

目標値 

(R9) 

審議会などへの女性の参画率  31.0％ 32.4％ 40％ 

防災会議の女性の参画率  3.8％ 7.7％ 40％ 

女性委員のいない審議会などの解消  9.0％ 7.9％ 解消する 

市の管理的地位（課長級以上の職）に占める女性

職員の割合 
 5.8％ 15.8％ 15％ 

職場において男女の地位が平等であると思う人の

割合 ※ 

女性 15.8％ 

男性 27.1％ 

女性 27.0％ 

男性 36.0％ 

男女とも

40％ 

市の女性職員が配置されていない課等の解消  7.5％ 2.4％ 解消する 

「子育てのしやすさ」に関する市民満足度 13.6％ 17.0％ 25.0％ 

市職員の年次休暇取得日数が年間１０日以上の割合 70.3％ 88.7％ 100％ 

「ワーク・ライフ・バランス」という用語の認知度 ※ 
女性 33.7％ 

男性 42.6％ 

女性 40.6％ 

男性 44.8％ 

男女とも

80％ 

「高齢者にとっての暮らしやすさ」に関する市民満

足度 
 8.2％ 14.4％ 20.0％ 

「障がい者にとっての暮らしやすさ」に関する市民

満足度 
 5.1％ 6.4％ 11.2％ 

「児童に対する福祉」に関する市民満足度  9.8％ 11.9％ 20.0％ 

乳がん検診受診率 27.8％ 21.6％ 35.0％以上 

子宮がん検診受診率 13.2％ 16.1％ 20.0％以上 

夫婦間や恋人同士における「なぐるふりをして、お

どす」行為について、暴力と認識する人の割合 ※ 

女性 72.9％ 

男性 71.8％ 

女性 75.7％ 

男性 76.2％ 

男女とも

100% 

夫婦間や恋人同士における「交友関係や電話を

細かく監視する」行為について、暴力と認識する人

の割合 ※ 

女性 65.3％ 

男性 55.6％ 

女性 69.7％ 

男性 67.9％ 

男女とも

100% 

子どもの面前で行われるＤＶは、子どもへの暴力

（児童虐待）と認識する人の割合 ※ 

女性 69.2％ 

男性 54.2％ 

女性 74.5％ 

男性 64.5％ 

男女とも

100% 

「男女共同参画社会」という用語の認知度 ※ 
女性 52.1％ 

男性 59.9％ 

女性 50.1％ 

男性 62.0％ 

男女とも

100％ 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という

考え方に否定的な人の割合 ※ 

女性 59.2％ 

男性 48.9％ 

女性 76.2％ 

男性 71.2％ 

男女とも

80％ 

社会全体でみたとき男女の地位が平等であると思

う人の割合 ※ 

女性 10.3％ 

男性 22.5％ 

女性 12.6％ 

男性 20.0％ 

男女とも

40％ 

学校教育の場が平等であると思う人の割合 ※ 
女性 60.0％ 

男性 68.7％ 

女性 44.1％ 

男性 48.9％ 

男女とも 

80% 

※は河内長野市男女共同参画に関する市民意識調査の設問項目で５年に１度の調査 
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（２）男女共同参画計画（第４期）の推進 

    男女共同参画推進条例に基づき人権尊重に基づく男女の自立と男女共同参画社会の形成 

をめざし、「河内長野市男女共同参画計画（第４期）に基づき施策を推進した。 

    （「河内長野市男女共同参画計画(第４期)の令和５年度の取り組み実績」で公表） 

              

（３）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画 

の推進 
    男女共同参画計画（第４期）の基本目標Ⅱ基本方針（３）「女性に対するあらゆる暴力の根絶」に 

係る施策を本市における同計画とみなし、配偶者などからの暴力を容認しない社会の実現に向け  

て取り組んだ。   

ドメスティック・バイオレンス被害者等支援連絡会議内(１４課・署、１１機関)で受けた相談件数は、 

令和５年度 延べ 327 件 

 

（４）女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画の推進 

     男女共同参画計画（第４期）の基本目標Ⅰ「あらゆる分野における女性の活躍推進」に係る施策を

本市における同計画とみなし、女性が活躍できる職場づくりや仕事と家庭生活が両立できるようにワー

ク・ライフ・バランスの実現のための意識啓発や支援の充実を推進した。 

   市職員に関する項目については、基本方針（１）「政策・方針決定過程における女性の参画促進」推

進項目１「市における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」主な施策の内容２「市の管理職へ

の女性職員登用の推進」に関して、目標・取組を明確にした＜女性職員の活躍推進アクションプラン

～特定事業主行動計画～＞に基づき推進した。 

 

   以上の計画の推進のため、次のとおり会議を開催した。 

 

   ○男女共同参画審議会の開催・・・１回 （令和５年１１月１０日） 

 

 

４．男女共同参画人権擁護事業 

（１）女性のための相談事業  

①女性のための相談 

         相談日時 ： 毎月 第２水曜日  午後１時～４時 

            毎月 第３土曜日  午前９時３０分～１１時３０分 

            毎月 第４水曜日  午前１０時～正午、午後１時～３時 

         相談方法 ： 予約制による面接相談（１人５０分程度） 

         相 談 員 ： 女性カウンセラー 

 

        令和５年度 実績  

            相談受付件数 ： １０８件 

            実 相 談 件 数 ：  ８４件    

          実 相 談 者 ：  １９人     

                     新規 ８人  継続 １１人  終結 ４人 

         主訴別相談件数 ： １５９件  （８ページ 主訴分類別集計参照） 
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市内

89%

市外

6%
不明

5%

40代
30%

70代
25%

50代
23%

30代
9%

20代
7%

60代
6%

広報

48%

市民

相談

8%
友人

7%

その他

18%

不明

19%

無職

33%

パート

24%

フルタ

イム

16%

自営

2%

その他

7%

不明

18%

             

 
 

 
 

相談者年齢別  

（人） 

年代 人数 

40 代 25 

70 代 21 

50 代 19 

30 代 8 

20 代 6 

60 代 5 

合計（延べ） 84 

 
 

きっかけ 

（人） 

きっかけ 人数 

広報 40 

市民相談 7 

友人 6 

その他 15 

不明 16 

合計（延べ） 84 

 
 

職業別  

（人） 

職業別 人数 

無職 28 

パート 20 

フルタイム 13 

自営 2 

その他 6 

不明 15 

合計（延べ） 84 

 
 
 
 
 

 

相談者住所別   

（人） 

住所 人数 

市内 75 

市外 5 

不明 4 

合計（延べ） 84 
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主訴分類別集計    総件数（延べ）     159 件（内 DV 件数（延べ）：   22 件） 

中分類 小分類 件数 

生き方 

性格・個性 10 

生きがい・人生設計 8 

女性の役割・規範による悩み 4 

ライフステージ別悩み 4 

孤立、孤独 4 

死、宗教に関する悩み 2 

こころ 

不安・イライラ 6 

抑うつ・不眠 6 

PTSD 5 

母娘関係 6 

からだ 
健康不安・病気 2 

内性器、月経、おりもの、性感染症 1 

仕事上の悩み 再就労・転職 2 

パートナー関係 

性格・生活上の不和・不満 25 

別居・離婚 16 

金銭トラブル 1 

DV（身体的） 2 

DV（精神的） 12 

DV（経済的） 6 

DV（社会的） 2 

家族関係 

相続・遺言 1 

親との関係 7 

子との関係 14 

兄弟・姉妹との関係 4 

義理の親・子との関係 2 

親戚との関係 2 

人間関係 

職場での関係 2 

友人との関係 2 

異性との関係 1 

合 計 159 
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  （２）ＤＶ防止対策事業  

  ＜目 的＞ 

配偶者等からの暴力に係る相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより 

男女平等の妨げになっている配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図る。 

 

① 河内長野市ドメスティック・バイオレンス被害者等支援連絡会議の代表者及び実務者合同

会議を開催し、ＤＶ被害者等の支援状況の報告、今後の課題などに関する情報交換を行

った。 

日 時 ： 令和５年８月２日（水）午後２時～午後３時３０分 

           
       ② 同連絡会議構成員を対象に研修を開催した。 

          日 時 ： 令和５年１１月１日（水）午後２時～午後３時３０分 

内 容 ：「ＤＶ被害者の窓口対応（理解と支援）」 
講 師 ： フェミニストカウンセリング堺  杉本 志津佳 

 

  （3）女性相談つながりサポート事業  

  ＜目 的＞ 

孤独・孤立で不安を抱える女性が社会との絆・つながりを回復することができるよう、河内長野市

人権協会に委託し、相談事業や居場所づくり(講座)、生理用品の提供を実施した。 

 

① 女性相談(電話)の実施  

実施期間 ： 令和５年４月３日(月)～令和６年３月２８日(木) 

          相談日時 ： 毎月 第１・３月曜日、第２・４木曜日 いずれも午前１０時～午後４時 

          相談受付件数 ： １８件 

          主な相談内容 ： パートナー関係、家族関係など 

                               
② 居場所づくり(講座形式)の実施 

         ワークショップ形式の講座を市民交流センター（キックス）及び、子ども・子育て総合センタ

ー（あいっく）で計５回開催し、同じ悩みを持つ女性同士の交流により社会とのつながりを

回復することで、様々な課題に直面する女性の問題解決や不安解消へと導いた。 

第 1 回 テーマ ： 「カラダの声を聞いてみよう！感じて知る、気づきのセルフケア」 

日 時 ： 令和５年８月２５日（金）午前９時３０分～午後０時３０分 

参加者 ： ４７名（交流スペース、相談参加者含む） 

第 2 回 テーマ ： 「ＳＰトランプを使った自己理解体験 

～自分の性格をみつめて日々の生活に喜びを～」 

日 時 ： 令和５年９月２８日（木）午前１０時～午前１１時３０分 

参加者 ： １８名 

第３回 テーマ ： 「自分のカラダと仲良くなろう！感じて知る気づきのセルフケア 

～更年期とセクシャリティ編～」 

日 時 ： 令和５年１０月２６日（木）午前１０時～午前１１時３０分 

参加者 ： ２１名 

第４回 テーマ ： 「自分をもっと愛せるパーソナルカラーメイク講座」 

日 時 ： 令和６年２月１３日（火）午前１０時３０分～正午 

参加者 ： １０名、一時保育１名  

第５回 テーマ ： 「あなたのココロとカラダに繋がるワーク 

～産後の変化を知り、あなた自身がより輝く毎日へ～」 

日 時 ： 令和６年３月７日（木）午前１０時３０分～正午 

参加者 ： ５名、一時保育２名  



 10 

 

③ 必要な人への生理用品の提供 

実施時期 ： 通年 

配布場所 ： 市内１５ヶ所…各公民館、人権推進課、子ども子育て課、生活福祉課、 

市民交流センター（キックス/男女共同参画センター）、保健センター、 

子ども・子育て総合センター（あいっく）、河内長野市社会福祉協議会 

配布物 ： 生理用品、女性が抱える困難や困窮などに関連する相談窓口の案内チラシ 

配布数 ： １７４セット 

 

 

５．男女共同参画推進事業 

   男女共同参画社会の実現を目指す市民団体ｔｅａｍあごらと市が協働で、企画・運営し、広く男女共同

参画についての啓発を推進した。 

 

（１） 男女共同参画週間講演会＆第３１回おんなとおとこのワイワイあごら 

＜目的＞ 

       男女共同参画週間にあわせて多様性をテーマにした講演会を開催し、男女共同参画への理解

促進を図る。 

主催 : ｔｅａｍあごら・河内長野市 

日時 ： 令和５年６月２４日（土） 午後１時３０分～３時 

内容 講師  参加者数 

今こそ、ジェンダー・レボリューション！～

世界の流れにキャッチ・アップ～ 
劇画家・声楽家 

    池田 理代子 １０７人 

                                         

                                             

（２）あごらシネマクラブ  

   ＜目的＞   

男女共同参画に関するテーマを設定し、そのテーマに沿った映画を上映することで、男女共同

参画を考える機会とする。また、映画という参加しやすい媒体を使うことで、より広い参加・啓発を図

る。 

本年度のテーマは、「世界の流れにキャッチアップ！」 

 

① 第 51 回あごらシネマクラブ 「ビリーブ～未来への大逆転～」  

  日  時 : 令和５年４月２９日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

  参加者 ：  １４０人 

                                                                

② 第 52 回あごらシネマクラブ 「マダム・イン・ニューヨーク」 

  日  時 ： 令和５年１０月２１日（土） 午後１時３０分～３時４５分 

  参加者 ：  １１８人 
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（３）展 示  

＜目的＞  

日々多くの方が来館する市民交流センターに展示することで、男女共同参画について

目にする機会、啓発の機会を増やす。 

 

① 「河内長野市男女共同参画週間啓発」パネル展示 

期 間 ： 令和５年６月１５日（木）～６月２４日（土） 

男女共同参画週間（6/23～29）に合わせ、「河内長野市男女共同参画推進条例」の周

知と合わせて展示した。 

作 成 ： 河内長野市・ｔｅａｍあごら   

 

② 「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展示 

期 間 ： 令和５年１１月１日（水）～１１月３０日（木） 

「女性に対する暴力をなくす運動」（11/12～25）に合わせ、ＤＶに関する啓発資料と合わ

せて展示すると共に、屋上でパープルライトアップ（11/1～30）を実施 

作 成 ： 内閣府、河内長野市・team あごら ※子ども子育て課と共催 

 

（４） パープルリボン・プロジェクトへの参加   

       １９９４年にアメリカで発祥した、個人間の暴力や虐待の防止と啓発を目的とした運動。 

      紫色のリボンを身につけることで、個人間の暴力や虐待に関心を呼び起こすと共に、暴力

の元に身を置いている人々に勇気を与えようとの願いから、世界４０か国以上に広がって

いる草の根運動に参加している。 

 

（５） パープル・オレンジライトアップ   

＜目的＞ 

 「女性に対する暴力をなくす運動」として、天野山金剛寺多宝塔をパープルリボンのシ

ンボルカラー紫色にライトアップ（Ｒ５年度からは、オレンジリボン運動を実施する子ども子

育て課と共催）し、広く市民によびかけ、関係チラシなどを配布し啓発を促進する。 

期  間  ： 令和５年１１月１１日（土）１２日(日) 午後 5 時～７時 

場  所  ： 天野山金剛寺多宝塔 

参加者  ： ８４人 

 

（６） 情報提供   

    あごら news の発行（No.４５・４６・４７号） 

 

   



 

総合政策部人権推進課                   《令和６年９月発行》 

  〒５８６－８５０１  河内長野市原町一丁目１番１号 

          電話 ０７２１－５３－１１１１（代） 

０７２１－５４－０００３（男女共同参画センター） 

         ＵＲＬ http://www.city.kawachinagano.lg.jp/life/2/12/74/ 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


